
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

奨学金制度 

Scholarship system 



※各書類の詳細 PDF はこちら（リンク） 
 

学校法人西野学園同窓会西桜会 奨学金事業規定細則 

 

奨学金申請書(第一号様式) 

 

2021年度奨学生募集ポスター 

 

学校法人西野学園同窓会奨学金受給に関する誓約書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究費助成制度 

Research funding system 



※各書類の詳細 PDF はこちら（リンク） 
 

学校法人西野学園同窓会 研究費助成交付申請書 

 

学校法人西野学園同窓会 研究費助成事業規定細則 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
学校法人西野学園同窓会西桜会 奨学金事業規程細則 

 

第１条（趣旨） 

 この細則は、学校法人西野学園同窓会西桜会細則奨学金事業規程第１・２条に基づき、奨学金事業の運営に

関し必要な事項を定める。 

 

第２条（応募資格） 

応募基準は、次のとおりとする。 

１）申請時、西野学園に在学する第１学年の学生であること 

２）学業・人物・生活態度などが優秀であると認められること 

３）経済的困窮度が高いこと 

４）同窓会活動への意欲を有すること  

以上を満たし優秀と認められる者に対し、奨学金の給付を行う 

 

第３条（募集期間および選考方法） 

奨学金事業規程第１条２に基づき、第１学年２月に候補者の公募を行い、奨学金申請書(第１号様式)に必要

事項を記入の上、担任教員を通して各学科へ提出。各学科から１名推薦後、西桜会役員会において厳正な選考

ののち、原則１名（最大で２名）を決定する。 

 ※ 選考基準については別途役員会で定める。 

 ※ 選考決定後、奨学生は学校法人西野学園同窓会西桜会奨学金受給に関する誓約書および所得証明書等の提

出を行うものとする。 

 

第４条（奨学金） 

給付金額および対象人数については次の通りとする。 

給付金額 月５万円×１２ヵ月＝６０万円（第２学年４月～翌年３月まで） 

対象人数 原則１名（最大で２名） 

※２０２１年より交付開始予定 

 

第５条（採用の取り消し） 

 奨学生が次のいずれかに該当した場合、奨学生の採用を取り消すものとし、受給した本奨学金の返還を求め

ることができる。 

１）虚偽の申請等不正な方法により給付を受けた場合 

２）給付後、卒業をしなかった場合(特段の理由がある場合は、役員会で協議する) 

なお、採用の取り消しに伴う奨学金の返還については、次のとおり行う。 

①採用取り消し及び奨学金の返還請求の通知において、通知の日から 2 か月以内に返還することを通告する

（特段の理由がある場合は、役員会で協議する）。 

②返還期日を超えても返還が無い場合には、在学時の保証人への返還請求、または、法的な手段に基づ

く返還請求を行う。 

 

第６条（その他） 

１）奨学金事業規程第１条６より、卒業時に同窓会長賞として奨学生を表彰する。 

２）保証人の要件について次のとおりとする。 

  ① 学生本人が未成年者の場合は、原則として保護者（父母）。 

  ② 学生本人が未成年者の場合は、父母、独立した生計を営む 4 親等以内の成年親族（兄弟姉妹・お

じ・おば など）の方。 

  ③ 学生本人の配偶者・婚約者ではない方。 

 

附則 

１.この細則は、令和２年４月１４日から施行する。 

 

 

 

 

 

 



 
第１号様式 

学校法人西野学園同窓会 奨学金申請書 

 

  年  月  日 

学校法人西野学園同窓会 

会長 今井 直木 様 

学校名            学科・学年       科  年 

 

学籍番号           学生氏名           印 

 

保護者（保証人）氏名           印 

 

学校法人西野学園同窓会奨学金事業募集要項に基づき、下記のとおり申請します。 

 

記 

１）申 請 理 由 

(具体的な申請理由を 

ご記入ください) 

 

２）同一生計の家族構成 (父・母・兄弟・祖父・祖母等の就労や就学状況をご記入ください)  ※○印 

続柄 年齢 
学生との居住関係

(※) 
就労・就学状況等(※) 就学中の場合(※) 

  同居・別居 
就労中・就学中・就学前・その

他 

国公立・私

立 
小・中・高・短大・大・大学院・専門 

  同居・別居 
就労中・就学中・就学前・その

他 

国公立・私

立 
小・中・高・短大・大・大学院・専門 

  同居・別居 
就労中・就学中・就学前・その

他 

国公立・私

立 
小・中・高・短大・大・大学院・専門 

  同居・別居 
就労中・就学中・就学前・その

他 

国公立・私

立 
小・中・高・短大・大・大学院・専門 

  同居・別居 
就労中・就学中・就学前・その

他 

国公立・私

立 
小・中・高・短大・大・大学院・専門 

３）その他奨学金等

の支援状況につい

て 

 

４）本同窓会活動へ

の協力について  
 積極的に協力できる  ／  協力できる  ／  協力できない ※◯印で囲む 

５）自 己 推 薦 文  

 

 

学科記載責任者：氏名             印 

 

学 科 記 入 欄 

学業成績（基準：「秀」「優」が全科目 60％以上） 出席状況（基準：出席率 80％以上） 

  

経済的状況 等  



 



誓約書 

 

学校法人西野学園同窓会西桜会奨学金受給に関する誓約書 

 

年    月   日 

 

学校法人西野学園同窓会西桜会 会長 様 

 

学校名                   学科・学年             科      年 

 

学籍番号                    学生氏名                     印 

 

保護者（保証人）氏名                            印 

 

学校法人西野学園同窓会西桜会奨学金の受給に際して、次のとおり誓約します。 

 

記 

 

１ 学校法人西野学園同窓会西桜会奨学金受給期間 

 

令和    年    月    日   ～   令和   年   月   日 

 

２ 私（氏名                  ）及び保護者（保証人）（氏名                  ）は、次のことを誓います。 

（１）学校法人西野学園同窓会西桜会の会則に則り、学業に全力を尽くすことを誓います。 

（２）虚偽の申請等不正な方法により給付を受けた場合や給付後、卒業をしなかった場合には、私と保護

者（保証人）の連帯責任において、支給された奨学金を全額返還することを誓います。その際の上限

は、600,000円とします。 

 

 

 

 

 

 



第 1 号様式 

 

学校法人西野学園同窓会 研究費助成交付申請書 

 

  年  月  日 

 

学校法人西野学園同窓会 

会長 今井 直木 様 

 

申請者住所 

 

電話番号 

 

                     申請者氏名                 印 

（共同研究の場合は代表者） 

 

 次のとおり研究発表を行いたいので、学校法人西野学園同窓会 研究費助成事業 募集要項に基づき申請します。 

 

記 

 

１ 対  象  者 
 卒業年：                

卒業校・学科名：                       

２ 所  属  名  

３ 研 究 名  

４ 研 究 目 的  

５ 実 施 期 間   年  月  日 から    年  月  日 まで 

６ 研 究 概 要 

区 分 
（いずれかに○） 

 個人研究  共同研究 

（研究計画書等、内容の詳細がわかるものを添付のこと） 

 

７ 期 待 さ れ る 

効 果 ・ 成 果 

 

８ 発 表 学 会 名  年 月 日 

９ 振込先口座番号 

金融機関・支店名  口座名義
（ フ リ ガ ナ ）

  

預金種別（いずれかに

○） 
 普通  当座 口座番号  

１０ 本会 HP 

公表について 

研究費助成事業規定細則第 6条より、本会 HPにて実名および所属施設名を発表いたし

ます。（ 承諾する ・ 承諾しない ） 

※匿名希望の方は、助成対象外とさせて頂きます。 

 



学校法人西野学園同窓会 研究費助成事業規程細則 

 

第１条（趣旨） 

 この細則は、学校法人西野学園同窓会（以下西桜会）細則研究費助成事業規程第１・２条に基づき、研究助

成事業の運営に関し必要な事項を定める。 

 

第２条（応募資格） 

 応募基準は、次のとおりにする。 

 １）西野学園の卒業生であること 

 ２）西桜会会員であること 

 以上の２点を満たし、優秀と認められる研究発表に対し、研究費を助成する。 

 

第３条（募集期間および選考方法） 

 研究費助成事業規程第１条２に基づき、２月に候補者の公募を行い、３月に役員会にて２名を選出する。 

 

第４条（申請方法） 

 西桜会 HP上の所定の研究助成金交付申請書(第１号様式)に必要事項を記載し、郵送にて西桜会担当者に締め

切り日までに提出する。 

 

第５条（助成金） 

 助成額および対象人数については、次のとおりにする。 

    研究助成 １名につき１０万円 

    対象人数 原則２名 

     ※２０２１年より交付開始予定 

  

第６条（その他） 

 助成対象者については、西桜会総会懇親会または講演会での表彰を行う。さらに西桜会 HPにて、実名および

所属施設名を発表する。 

 ※匿名希望の方は、助成対象外とさせていただきます。 

  

附則 

 １. この細則は、令和２年４月１４日から施行する。 

 


